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は じ め に

本稿は，植民地期ハノイの社会構造を，街区

とその住民の構成の特徴において考察すること

を目的とする。住民の構成については 1930 年

代の小商工業者層を中心に論じる。

当該時期のハノイはフランス植民地支配の下

にあった。ハノイは，1888 年にフランスの直

轄領となり，20 世紀初頭に総督府を頂点とし

た植民地機構が確立されると，ベトナム（トン

キン，アンナン，コーチシナ），ラオス，カンボ

ジア，広州湾租借地から構成される仏領インド

シナ連邦の首都となった。ハノイには植民地機

構の主要な行政官庁が置かれ，それにともない

官吏など多くのフランス人が居住することに

なった。彼らはすぐに「進歩の触手」を伸ばし

て都市インフラを整備し，近代的な科学技術や

教育制度を導入した［ヘッドリク 2005］。市内

の新しい街区には西洋式建築の庁舎，邸宅，商

店，工場，病院，学校などが建設され，そこは

やがて「フランス人街」（Ville française）と呼ば

れるようになった。その他の街区は，おもに現

地人居住区として既存の都市構造を改造，拡張
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　おわりに

《要　約》

本稿は，植民地期ハノイの社会構造を，街区とその住民の構成の特徴において考察することを目的

とする。住民の構成については 1930 年代の小商工業者層を中心に論じた。

まず植民地期ハノイの都市的特徴を行政区画，景観，人口から捉えた。次にその社会構造の一部分

を商工業者層の制度的位置や職業分類・就業人口・地理的分布の状態から明らかにした。ここではお

もに 1930 年代を分析対象とし，この時期に作成された商業会議所選挙人名簿や商業登記簿の史料を

利用した。最後に，社会構造の動態的な側面をみるために，1937 年初めに起こった労働者ゼネスト

運動を事例に，そこでの小商工業者層の対応を眺め，その社会的性格や動向について考察した。都市

計画によらない「すみわけ」とそれによって生じた問題，あるいは「坊」の名残の存在を指摘し，こ

れと民主戦線期における大衆団結との関連を仮説的に論じた。

	

植民地期ハノイにおける街区の住民

――1930年代の小商工業者層を中心に――
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しながら発展し，市内の北東部にある「旧市

街」などはほぼ手つかずのまま残された。「フ

ランス人の飛び地のような新市街区と，現地人

のための旧市街区の両方が分立共存した街」

［髙田 2005, 443］，それが仏領インドシナの首都

ハノイの姿であった。

では，このように「フランス人街」と「旧市

街」が分立共存した植民地期のハノイには，一

体どのような社会が形成されていたのだろうか。

その社会構造を明らかにするためには，ハノイ

がどのような都市的特徴をもっていたのか，そ

してそこにどのような人びとが居住していたの

か，少なくともこの 2点についての考察が必要

となる。

まず，ハノイ固有の商業都市的特徴を考慮し

なければならない。ハノイは，元来，紅河デル

タで産出される農村手工業品の一大集散地とし

ての機能をもつ城下町であった［髙田 2005, 

443］。とくに旧市街は，狭い路地に多種多様な

店が軒を連ねた独特な雰囲気をもつ街区であっ

た。そのいくつかの通りには，炭，錫，綿，皮

などといった商品の名前がつけられていたが，

これは王朝時代にハノイの外から来た移住者た

ちが，同郷の同職者ごとに道路に沿って店を連

ねて集住する坊（phường）と呼ばれた共同体の

名残であった。現在は，通りにつけられた名前

と売っている商品が違う場合が多いが，同じ商

品を扱う店が軒を連ねる光景は往時を偲ばせ，

今や観光スポットの拠点として街区の全体が重

要な観光資源になっている［住村 2003, 154］。

植民地期ハノイの商業都市的特徴については，

たとえば，1920 年代に旧市街の両替通りに軒

を連ねた宝石商に坊の名残があったと指摘され

るが ［Papin 2001, 184］，その全容が完全に明ら

かにされたわけではない。植民地期のハノイの

社会構造の解明は，フランスによるインドシナ

植民地支配の実態の把握にかかっている。近年

の研究では，インドシナ総督府による諸政策の

展開が政治，教育，医療などのテーマ別に論じ

られ，その支配方法の実態が明らかになってき

た［Monais-Rousselot 1999; Bezançon 2002; Morlat 

2005］。また，経済史の研究分野では，インド

シナ（アジア）におけるフランス帝国主義のあ

り方をめぐり，現地の銀行，金融，企業の役割

が注目されてきた［権上 1985 ; Vorapheth 2004 ; 

篠永 2008］。だが，これらの研究はいずれもフ

ランス政府やインドシナ総督府の視点からイン

ドシナ全体について記述され，その分析は都市

のミクロな領域の実態把握までには及んでいな

いのが現状である（注１）。唯一，パパンが社会史

的手法により，おもに市行政文書を用いて植民

地期ハノイの社会・経済の構造を明らかにしよ

うと試みているが［Papin 2013］，まだ全体的な

把握には至っていない（注２）。

植民地期ハノイの都市研究は，建築学や都市

工学の分野に加え，その他の植民地の都市研究

の成果も取り入れながら多角的に対応する必要

がある。「そこにどのような人々が居住してい

たのか」という設問は，住民構成のみならず，

都市の空間構成や制度的な枠組み，住民の間の

社会的・文化的関係のようなさまざまな問題を

含んでいる。一般に，インドシナにおいて

「ヨーロッパ人」と「現地人」が同一街区に住

むことは稀であったと語られる［Pouille 2001, 

124］。しかし，パパンによれば，1920 年代の

ハノイでは一部の富裕なベトナム人や華人が

「フランス人街」に居住し，そこでは「民族的

帰属というより社会的地位や財産の水準によっ
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て差別が生じていた」という［Papin 2001, 247-

248］。これは，ハノイの社会構造の一部に言及

したにすぎないが，その指摘は，フランスの植

民地都市に共通の特徴を捉えるうえで重要であ

る。仏領アルジェリアの都市について論じた工

藤は，「これまでの帝国史研究は領域的な支配

の内実をやや単純にとらえてきた」とし，アル

ジェリアの都市では，「『ヨーロッパ』と『非

ヨーロッパ』とのあいだに境界線を引き，他者

とのあいだに非対称な関係を築くという思想が

もっとも強烈であったはずの 19 世紀に，二項

的な整理が徹底されることはなく，錯綜が集積

されていった」［工藤 2013, 298］と述べているが，

これと同様の「錯綜の集積」は，仏領インドシ

ナの都市にもあったと考えられる。

ところで，本稿は 1930 年代の小商工業者層

を中心的な分析対象として植民地期ハノイの社

会構造を考察しようとする。その理由は，小商

工業者層がハノイの社会構造の重要な部分を構

成してきたからである。その存在は，植民地都

市における制度的・社会的な位置や役割という

観点からも注目されるべきである。なお，1930

年代は植民地社会が成熟すると同時に未曽有の

経済不況を経験した時期であり，その社会構造

の変容を捉えようとする場合には格好の分析対

象となる（注３）。また，本稿の課題と視点は，ベ

トナム近現代史の研究領域に新しい知見を与え

うる。とりわけインドシナ民主戦線期（1936～

39 年）の大衆運動史研究に接点を見出す。同

テーマでは，労働者階級の動向や役割に注目し

たチャン・ヴァン・ザウやカオ・ヴァン・ビエ

ンなどの研究があり，この時期の労働者社会の

状況を知るうえでは参考になる［Trần Văn Giàu 

1962; Cao Văn Biền 1979］。インドシナ民主戦線

期は，インドシナ共産党の政策路線により，ベ

トナムのあらゆる社会階級が大衆運動の実現の

ために団結した時期として知られるが（注４），そ

の実態――とくに労働者階級と中産階級の関係

――はほとんど明らかにされていない。ベトナ

ムの諸企業については，トンキンを中心に，そ

の類型や数的変遷，従業員数などがまとめられ

ているものの［Cao Văn Biền 1998］，ハノイの街

区における小商店主や小工場主の状況までは触

れられていない。本稿では，植民地期ハノイの

社会構造をその動態の側面からも探るために，

民主戦線期の大衆運動における街区の小商工業

者層の動向に注目してみたい。

本稿と同様に商工業者層を扱うテーマでは，

日本帝国主義の植民地都市史研究が大きく進展

している。そこでは都市の階層構成や経済構造

を分析する経済史的手法を軸に，商工業者の慣

行，役割，社会運動など文化史・政治社会史の

視点から都市の形成，発展，変容を明らかにし，

そのうえで日本帝国主義の性格や実態を浮き彫

りにしている。とくに大連の日本人商工業者の

動向を論じた柳沢［1999］，京城における小売

業の動態に焦点を当てた平野［2013］，日本植

民地統治下で朝鮮人商人が都市経済の中心を

担った事例として開城を取り上げた梁［2013］

などの研究は，ハノイの事例との比較において

重要な対象となる。

以上の問題意識をふまえ，本稿では，まず植

民地期ハノイの都市的特徴を，行政区画，景観，

人口から捉える。次に，その社会構造の一部分

を小商工業者層の制度的位置や職業分類・就業

人口・地理的分布の状態から明らかにする。こ

こではおもに 1930 年代を分析対象とし，この

時期に作成された商業会議所選挙人名簿や商業
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登記簿の史料を利用する。最後に，社会構造の

動態的な側面をみるために，1937 年初めに起

こった労働者ゼネスト運動を事例に，そこでの

小商工業者層の対応を眺め，その社会的性格や

動向について考察する。

本稿では，フランスの国立海外領文書館

（Archives nationales d’Outre-mer: ANOM）に所蔵さ

れたインドシナ総督府（Gouvernement Général de 

l’Indochine: GGI）の旧史料群（Anciens Fonds: AF）

とトンキン理事長官府（Résidence Supérieure au 

Tonkin: RST）の 新史料群（Nouveaux Fonds: NF）

およびベトナムのハノイ国家第I文書館（Trung 

Tâm Lưu Trữ Quốc Gia I-Hà Nội: TTLTQG-I）に所蔵

されたハノイ市史料群（Fonds de la Mairie de la 

ville de Hanoi: FMH）の未公刊行政史料をおもに

利用した。引用史料の出所は略称で，文書館，

史料分類，史料群，請求番号の順に表記した

（例：ANOM, GGI, AF, 16950）。引用史料の性質に

ついては，注または文献リストにその具体的な

情報を原語で記載した。そのほかに同時代の研

究書や報告書類などを参照した。

Ⅰ　ハノイの街区と住民

１．区画

ハノイの建都は 9世紀に遡るが，その植民地

期までの変遷については先行研究に詳しい［髙

田 2005, 424-425］。ここでは，ハノイが 1831 年

の阮朝期・明命帝の治世に，行政上，一地方の

省（tỉnh）に位置づけられたことを確認しておく。

この時期，省は複数の県（huyện），県は複数の

総（tổmg），総は複数の坊や村（thôn）などから

成 っ た。 ハ ノ イ 省 は， 壽 昌 県（huyện Thọ 

Xương）と永順県（huyện Vĩnh Thuận）の 2つの

県から成り，壽昌県は 8つの総と 115 の坊と村

から成った。つまり，ハノイは地方自治体の一

都市とはいえ，その実態は複数の坊や村から形

成されたいわば「都市的な村」であった［Papin 

2013, 16］。

ハノイは 1888 年にフランスの直轄領となっ

たが，すでに 1886 年からフランス人市長を首

長とする市行政（Municipalité）の管轄とされて

おり（注５），1904 年には 8つの区（quartiers）に

区画された［GGI 1905, 19-24］（図 1）。区画は比

較的大きな通りを境界として詳細に決められ，

これによりハノイの市域が定まり，その区域と

市域の境界と面積は 1945 年まで変わらなかっ

た。なお，ハノイ市当局は 1899 年に郊外を行

政的に管轄する「郊外地帯」（zone suburbaine）

を設定したが，これは郊外の拠点となる村の政

治的・経済的な重要性の低さから 1912 年に廃

止されている。「郊外地帯」は，1942 年に阮朝

のバオ・ダイ帝が再びその設置を提案したが，

実現されなかった［ANOM, GGI, AF, 53797］。

ハノイ市当局は，1904 年の区画の根拠につ

いて具体的な理由を述べていない。しかし，そ

れは無秩序に定められたものではなく，少なく

とも阮朝期以来の既存の行政単位に基づいて再

編されたと考えられる。すなわち，壽昌県の福

林（Phúc Lâm），同春（Đồng Xuân），順美（Thuận 

Mỹ），東壽（Đông Thọ），永昌（Vĩnh Xương），安

和（Yên Hòa），金蓮（Kim Liên），清間（Thanh 

Nhàn）の各総が 1904 年の各区域に相当してい

た［VNCHN 2010, 265-369］。なお，ハノイ市で

最初の市議会議員になった 6人の現地人は，福

林，同春，順美，東壽，安和，永昌の各総の代

表として選出されている［GGI 1905, 7］。また，

植民地当局は，各総のランドマークとなってい
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た寺社や石碑を 1906 年に保存対象の歴史モニ

ュメントに指定しており［ANOM, GGI, AF, 

16917］，これも区域の画定に関係があったと考

えられる（表 1）。

植民地期以降，市内には現地人の「街区長」

（chef de quartier）と，阮朝期以来の吏員であっ

た「舗長」（phố trưởng ; chef de rue）が置かれ，

これらは担当の区と通りの衛生管理や夜警，徴

税補助などの業務を請け負った［GGI 1905, 24］。

「街区長」と「舗長」は，基本的には無報酬の

名誉職であったが，住民の選挙と市長の承認に

よって選ばれたので，市行政の吏員とみなされ

ていた。「舗長」は通りごとに選出され，その

数は当時の通りの数とほぼ同じの 300 人以上に

及んだ［TTLTQG-I, FMH, E.-90-31］。こうした行

政末端組織の整備により，植民地期ハノイの区

と通りは境界に関する住民の社会認識も構築し

ながら定められたのである。　

２．景観

以下では，植民地都市ハノイの景観について，

街区ごとにその特徴を概観する（図 2）。ここで

紹介する建造物について，建築年がわかる場合

には名称の後のかっこ内にその年を示した。

① 1，2，3区

いわゆる「旧市街」である。当時のフランス

人からは「現地人街」（Ville indigène）と呼ばれ

ていた。「旧市街」は伝統的に商業が活発な街

（出所）Atlas Colonial［1915］より筆者作成。

図１　19世紀の総と植民地期の行政区画
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区であった。17 世紀において，ハノイは 

“ 昇
タン

龍
ロン

”（Tăng Long） ま た は 俗 名 で

“市
　 ケ 　 チ 　 ョ 　

場の人々の町”（Kẻ Chợ）と呼ばれていたが，

西洋から来た旅行者の目には驚くほど大きくに

ぎやかな商業都市に映っていたという［Papin 

2001, 171］。この頃すでに王城の東側に「旧市

街」が形成されており，出身地を同じくする

人々が共同体を形成して同種の手工業や商業を

営んでいた（注６）［Nguyễn 2002, 123］。

冒頭で述べたように，このような共同体は坊

と呼ばれた。坊は朝廷よりその技術について特

権を与えられ，やがて村や社と同様に行政単位

表１　19世紀の総と植民地期の区および歴史モニュメントの位置関係

総 位置 区 区内の歴史モニュメント

福林 旧市街北部 1区 ホエニャイ寺（chùa Hòe Nhai）石碑

順美 旧市街西部 2区 花禄神社（đình Hoa Lộc）

同春 旧市街北東部 1,	3 区 東河門	（Đông Hà Môn）

東壽 旧市街東部 3区 白馬祠（đền Bạch Mã）

永昌 旧市街南西部 4,	6 区
李國師祠	（đền Lý Quốc Sư），
玉山祠	（đền Ngọc Sơn）

安和 南西部 6区 文廟	（Văn Miếu）

金連 南部 7区 　　　　　　─

清間 南東部 5,	8 区
二徴祠（đền Hai Bà）石碑，　
或隆祠（đền Hàm Long）など

（出所）ANOM, GGI, AF, 16917および VNCHN［2010］より筆者作成。

（出所）Madrolle［1932］より筆者作成。

図２　植民地期ハノイの街区構成
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のひとつとして数えられるようになった。19

世紀において，坊の中心部は「舗」（phố）と呼

ばれ，「舗」には「波止場」や「水路」の意味

があった。「舗」には「通商活動」という意味

もあり，やがて「通り」という意味に変わって

いったという。19 世紀に翻訳家チュオン・ヴィ

ン・キーは，「この都市にはかつて 36 の通りと

坊があった」と記録している［Nguyễn 2002, 93-

94］（注７）。

植民地期以降，「旧市街」内につくられたお

もな公共建造物は，1区の給水塔（1888 年）と

2区のドン・スアン市場（仏語名グラン・マル

シェ，1889 年）があった。2区と 3区の主要な

通りの位置は植民地期を通じてほとんど変わら

ない。ただ，1873 年から 1920 年までに植民地

行政の地理局などによって作成された地図には，

主要な通りの間に沼や池，用途不明の区画が多

くみられ，1920 年以降の地図ではこれらが整

備されて細い通りに変わっている［Pham 1916; 

Babonneau 1936; Aubé 1911; 1925］。また，1区は，

通りの大部分が 1918 年以降につくられており，

チュックバック湖周辺の沼や池が埋め立てられ

てできた新しい街区であったことがわかる。

② 4，5，6区

ホアンキエム湖南東の紅河岸にフランスの

「委
コン

譲
セシ

地
オン

」が設けられたのは 1873 年のことであ

る。そこから西に向かって一本の新しい通りが

つくられ（ポール・ベール通りとボルニス・デボ

ルド通り），それは途中で北に折れて昇龍城の

中を貫通した（ピュジニエ大通り）。「旧市街」

の西側にあった昇龍城は 1894 年以降に取り壊

されており，この「旧
シ タ デ ル

城塞」の跡地はおもに軍

の施設として再利用された。その一角には，総

督官邸（1907 年）や植物園，庁舎，邸
ヴィ ラ

宅，中等

学校，教会がつくられた。同様に「委
コン

譲
セシ

地
オン

」の

周辺にも，庁舎や邸
ヴィ ラ

宅に加えて劇場（1911 年），

病院，研究所，デパート，商店街，銀行がつく

られた。これらはいわゆる「フランス人街」と

なったが，その景観において同じ特徴もつ区は，

「委
コン

譲
セシ

地
オン

」周辺の 5区，ホアンキエム湖周辺の

4区，「旧
シ タ デ ル

城塞」周辺の 1区西側，6区の北側と

「ハノイ駅」（1902 年）の東側があった。「ハノ

イ駅」の東側には，裁判所（1906 年）や中央刑

務所（1899 年）などの公共建造物のほかに，雲

南鉄道会社の本社が置かれていた［Madrolle 

1912, 10-18］。なお，「ハノイ駅」西側の文廟周

辺は，1920 年代以降に形成された新しい街区で，

6区に含まれ，すぐ北側には総督府周辺の「フ

ランス人」街があったが，おもに現地人用の居

住区とされた。

③ 7，8区

ハノイ市の南側（164 号道路，202 号道路，222

号道路）と西側（マンダリン街道）の境界線に接

している。トラムウェイ線路の走るフエ街道を

境に西側が 7区，東側が 8区となった。7区の

ティエンクアン湖周辺は，1902 年に植民地博

覧会の会場とするために更地にされ，その後，

土地区画整理が行われた［ANOM, GGI, AF, 

6329］。8区は，墓地や蒸留酒工場などの用地

に利用されていた。全体的に沼地の多かった 7，

8区は，既存の村落を合併などして再編しなが

ら少しずつ開拓され，やがて現地人のための

「新市街」となった。その道路の多くはおもに

1920 年代以降に整備され，7区のバイマウ湖周

辺などは 1930 年代になってようやく区画整理

が行われた［TTLTQG-I, FMH, E.9-361］。
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３．国籍と人口

植民地当局は 1890 年代からハノイ市の国勢

調査を行っており，1936 年の調査では，次の

ような国籍別に人口を集計している［TTLTQG-

I, FMH, D.88-3278］。

⑴「フランス人」：市民，旧植民地出身者，

嫡出混血児，帰化現地人

⑵「ヨーロッパ籍外国人」：①アジア人（イ

ンド人，オセアニア人，日本人，フィリピ

ン人），②アメリカ国籍，③アフリカ国籍，

④その他のヨーロッパ国籍

⑶「特殊身分の外国人」：華僑，シャム人

⑷「フランス臣民およびフランス保護民の現

地人」：①安南人（安南人，明郷，コーチ

シナ人，ヌン族，マンシン族，ガーイ族），

②ターイ族（白ターイ族，黒ターイ族），

③その他のターイ族（マン族，ムオン族，

メオ族，ロロ族），④ラオス人

その人口は，フランス市民 4669 人，フラン

ス帰化人 1275 人，インド人 492 人，日本人 53

人，アメリカ国籍 3人，その他のヨーロッパ国

籍 99 人，華僑 4008 人，シャム人 3人，安南人

13 万 6833 人，明郷 313 人，コーチシナ人 364

人，ラオス人 9人，合計 14 万 8633 人であった。

なお，ハノイの人口推移は，現地人が 1890 年

2 万 1076 人，1921 年 6 万 8709 人，1936 年 13

万 7510 人，フランス人が 1896 年 806 人，1913

年 1922 人，1936 年 5944 人であった［TTLTQG-

I, FMH, D.88-3260, D.88-3272, D.88-3278］。

1939 年に作成された下水道整備計画地図資

料では，ハノイが 4つの街区に分けられ，それ

ぞれの面積，人口，人口密度が示されている

［Fayet 1939, 27］。その詳細は，⑴ 1 区の東側：

59 ヘクタール，人口 7650 人，⑵ 2，3区およ

び 4区ホアンキエム湖西側：128 ヘクタール，

人口 5万 7000 人，⑶ 1区西側の総督府周辺・4

区ホアンキエム湖東側・5区および 6区のハノ

イ駅東側：376 ヘクタール，人口 2万 6250 人，

⑷ 6 区ハノイ駅西側と 7，8区：382 ヘクタール，

人口 5万 9210 人であった。これら 4つの街区

は，その景観の特徴から前述の 3つの街区のタ

イプに分類される。すなわち，⑴と⑵が「旧市

街」，⑶は「フランス人街」，⑷は「新市街」で

あった。これらの面積と人口は，ハノイの南西

部と西部にあたる「新市街」が最大であったが，

人口密度は，北東部の「旧市街」とりわけ 2，

3区が最大であった。逆に，「フランス人街」

の人口と人口密度は他の街区に比べ最も低かっ

た。

以上，ハノイの街区構成を「旧市街」，「フラ

ンス人街」「新市街」の 3つに分けて示したが，

これらの街区はいずれも地続きであり，それぞ

れ分断・隔離されていたわけではなかった。イ

ンフラの整備状況に差があったわけでもなかっ

た。上下水道網とトラムウェイ路線網は 1900

年代初めに，電線網は 1920 年代に全域に整備

されており，紅河岸には堤防も築かれていたが，

その外側に隣接する中洲にはジャンク船などの

波止場があって，この一帯もハノイの市域に含

まれていた［GGI 1905, 78-79, 81-82; ANOM, RST, 

NF, 2670］。インドシナの都市は，衛生管理上，

基本的に「ヨーロッパ人街」と「（貧しい）現

地人街」を離して設計されるはずであったが

［Wright 1991, 222］，1923～28 年にインドシナの

都市計画を任されたエルネスト・エブラール

（Ernest Hébrard）は，その点ついて次のように述

べている。

「すべてのヨーロッパ人街は生活のために
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現地人街を必要とする。そこは不可欠な使用

人や商品，労働者を提供してくれるからであ

る。私たちの近代的街区は，地図上に境界線

は引かれていないが実はブルジョワ街区から

は離れていて，商店街区や労働者居住区に隣

接しており，本質的にそれらの街区と調和し

ている」［Hébrard 1932, 279］。

エブラールは，1928 年にハノイの都市改造

計画を提案し，当時流行していたゾーニングを

駆使した都市計画図案を提出しているが，それ

は財政的な理由から実現されなかった［Hébrard 

1928, 8］。建築学や都市工学の研究分野では，

ハノイは 19 世紀末～20 世紀初頭に行われたイ

ンフラ整備によって「異なる街区同士が『糊付

け』され，その境界部分は『触媒』の役割を果

たした」と指摘されている ［Nacinovic 2001, 170］。

また，随筆家のタック・ラムは，1943 年のハ

ノイ旧市街の景観を，「ここには昇
タン

龍
ロン

以来の古

民家はもう数件しかなく」，「店舗の看板の 90

パーセントはフランス語だった」と描写してい

る ［Thạch Lam 2009, 23, 31］。極東のハノイにも，

「ヨーロッパ」と「非ヨーロッパ」の境界に，

アルジェリアの都市にみられたような「錯綜の

集積」が存在していたといえよう。

ところで，そのような状態
3 3

は，時に深刻な問

題を惹起した。たとえば，売春宿の娼婦と客の

関係である。植民地期のハノイには，1930 年

に合計 20 軒の売春宿が指定された地区で営業

を許可されていた（注８）。これらの売春宿で正規

雇用の娼婦数は合計 158 人――安南人 152 人，

華僑 2人，フランス人と安南人または華僑の混

血 3人，マルチニーク出身者と安南人の混血 1

人――であったが，そのほかに非正規雇用とし

て 351 人の女性がいた［Joyeux 1930, 9-10, 27-28］。

この非正規雇用者の中には日本人も含まれてお

り，それ以外にヨーロッパ人も存在したという。

つまり，娼婦と客の関係においては，ヨーロッ

パ人女性と現地人男性の組み合わせがみられた。

しかし植民地権力にとって，それは「植民者の

イメージを曇らせるタブー」を表していたので，

1931 年にハノイ市当局は，この事実を隠すた

めに，「公式には，ヨーロッパ人の娼婦は存在

しない」と報告せざるをえなかった［Tracol-

Huynh 2009, 32］。「ヨーロッパ」と「非ヨーロッ

パ」の間には，その錯綜する関係において絶え

間のない緊張が孕まれていたのである。

Ⅱ　商工業者の住民構成

１．商工業者の管理

⑴　営業税の納付義務

営業税（patente）は，ハノイ市財政の貴重な

収入であった。1920，26，30，34 年のハノイ

市の収入において，営業税の徴収額は全収入の

11～16 パーセントを占めた［Ville de Hanoi 1920; 

1926; 1930; 1934］。ハノイ市は 1890 年 4 月 15 日

のハノイ市条例（arrêté）によって商工業を営む

すべての者に対して営業税の納付を義務づけて

いる。それにともない，商工業者は商業登記簿

への登録を義務づけられた（注９）。商業登記簿は，

営業税の確実な徴収を目的としてハノイ市に

よって作成されたのであるが，同時に，インド

シナ中央・地方財政へ納付される間接税（消費

税等）の徴収や労働監督，治安維持あるいは公

衆衛生のために，総督府やトンキン理事長官府，

関税・税務局，労働監督局，警察，公衆衛生課

など複数の行政庁に利用された［GGI 1905, 84］。

インドシナでは，現地人による労働組合の結成
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が禁止されていたことから商工業者の実態をつ

かみにくい現実があり，植民地当局にとって商

業登記簿は，行政管理上，必要不可欠な情報源

であったと考えられる。登記簿にはヨーロッパ

人，現地人，アジア外国籍人の営業者の氏名ま

たは商号，住所，職種，営業税納付額が記載さ

れており，情報は年次更新された。また，フラ

ンス語の職種表記からは登録者の性別まで判明

できる（注10）。植民地当局は，1890 年からハノイ

の国勢調査を不定期に行っているが，その調査

はほぼ人口の数的把握に特化している。した

がって，商業登記簿の作成は，行政が個人を管

理する数少ない手段のひとつであったともいえ

よう。

行政による商工業者の管理は市場（chợ; 

marché）でも行われた。ハノイ市は 1889 年に

市内最大規模のドンスアン市場を「旧市街」（1

区）の中心部に建設し，そこに 1000 人以上の

小売業者・卸売業者を収容した。1905 年には，

市内すべての市場にフランス人の市場監督官を

置き，徴税と治安維持の任務を与えて市場を行

政的に管理した［GGI 1905, 51-52］。1915 年 11

月 23 日のハノイ市条例によれば，市場で営業

するには営業税と席料（droits de place）を支払

わなければならなかった［ANOM, GGI, AF 

16950］。1917 年にドンスアン市場で設定された

税額をみると，営業税額は 1店舗につき 0.08

ピアストルと定められ，さらには，たとえば塩

漬けエビ 0.08 ピアストル，ヌオックマム 0.10

ピアストル，米 60 キログラム当たり 0.16 ピア

ストルといったように販売品の種類や量に応じ

ても間接税がかけられた。また，席料は 1平方

メートル当たり 0.04 ピアストルと定められた

［ANOM, GGI, AF, 16949］。なお，1937 年におけ

るドンスアン市場の税額は，席料の平均が 0.20

～0.60 ピアストル，営業税の平均が 0.14～1.20

ピアストルであった。この税額は市場商人の経

営を圧迫し，1937 年 5 月に大規模な不売ゼネ

ストを引き起こす原因となった［ANOM, RST, 

NF, 2960］（注11）。市場のほかには，公道や河岸に

立つ出店，市内を練り歩く行商に対しても 0.06

ピアストルの営業税と商品 100 キログラム当た

り 0.08 ピアストルの間接税が課せられた。ハ

ノイでは，例外なくすべての商工業者に営業税

の納付義務が課せられていたことがわかる（注12）。

⑵　商業会議所の役割

ハノイおよびハイフォンでは，1884 年 8 月 1

日に商業会議所（Chambre de Commerce）が創設

されている。初めは市長列席のうえ 10 数人の

フランス人評議員によっておもにフランス人商

人の利益の保護や経済の発展について議論され

た。1889 年にハノイで最初の商業会議所評議

員選挙が行われている。商業会議所はフランス

人執行役員（議長，副議長，総務，会計）各 1人

とフランス人評議員 10 人から成ったが，やが

てそこに現地人の評議員 4人が加えられた

［Teston et Percheron 1931, 732］（注13）。評議員は，比

較的大きな企業の経営者から選出された。たと

えば，少なくとも 1929 年から 34 年の間，現地

人評議員の中にソン・スアン・ホアン（Song 

Xuan Hoan）やヴー・ヴァン・アン（Vu Van An）

の名がみられたが，彼らはいずれも当時屈指の

大企業家として名を馳せた人物であった ［CCH 

1929-1934 ; Teston et Percheron 1931, 782］（注14）。

1922 年 10 月 27 日のインドシナ総督令では，

ハノイ商業会議所の選挙人名簿（Liste des 

électeurs consulaires）の作成が定められ，そこに

選挙人となる商工業者の名前が連ねられた。選
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挙人は，希望すれば『インドシナ官報』（Journal 

Officiel）に自分の名前を載せることができた。

選挙人として登録されるには，男女や国籍の別

はなく，25 歳以上であること，2年以上ハノイ

で商売を営んでいること，月 20 ピアストル以

上の営業税を納付していることが条件となる

［Teston et Percheron 1931, 729］。20 ピアストルと

いう額は営業税の納付額別分類の中でも上位に

あったが，実際にはそれ以上（平均 40～50 ピア

ストル）の高額納税者が多かった。また名簿に

は，個人だけではなく会社（Société）も登録さ

れ，月 1000 ピアストル以上の営業税を納付す

る会社も多くみられた（注15）。

商工会議所の評議員を選出する選挙人につい

て，1930 年代の名簿を用いてさらに詳しくみ

てみよう［ANOM, RST, NF, 2833; 2836; 2838; 2839; 

2841］。

まずフランス人の選挙人について，その数は

1930 年 133 人，1934 年 160 人，1938 年 170 人，

1940 年 219 人と推移した。名簿に記載された

登録者の住所をみると，いずれの年も「フラン

ス人街」の 4，5，6区の大通りに住所をもつ者

が全体の 80～90 パーセントを占めた。その中

にはフランス資本の大企業も多くみられた（注16）。

その他の地区では，「旧市街」の 1，2，3区に

全体のおおよそ 10 パーセント程度，「新市街」

の 7，8区にはほとんどみられなかった。

次に現地人の選挙人について，その数は

1930 年 140 人，1934 年 420 人，1938 年 444 人，

1940 年 588 人と推移した。1934 年以降，その

数はフランス人の 3倍近くに増加している。い

ずれの年も 2区に全体の 40 パーセント以上が

集中しており，1，2，3区の合計では全体の 80

パーセント以上を占めた。その他の地区では，

「フランス人街」に 15 パーセント，「新市街」

に 5パーセント程度みられた。彼らの職業は，

食料品小売業と服仕立て業が最も多く，次いで

請負業と運輸業がみられた。名簿からは性別も

判明され，毎年 20～30 パーセントの選挙人が

女性であることがわかった。

名簿に記載された情報からは選挙人となった

現地人の主要な世代を明らかにできる。

1929 年の名簿には登録者 140 人それぞれの年

齢が記載されていた。これを年齢別に分類する

と，29 歳以下（1900 年以後生まれ）が 9人（6.4

パーセント），30～39 歳（1890～99 年生まれ）が

50 人（36 パーセント），40～49 歳（1880～89 年

生まれ）が 49 人（35 パーセント），50～59 歳

（1870～79 年生まれ）が 22 人（16 パーセント），

60 歳以上（1869 年以前生まれ）が 6人（4.2 パー

セント），年齢不明 4人であった。これより，

1929 年における現地人の商業会議所選挙人は，

1887 年のインドシナ連邦の成立前後に生まれ

植民地社会で育ったとりわけ 30～40 歳代の世

代が最も多いことがわかった。1930 年代のハ

ノイでは，彼らのような比較的若い世代の選挙

人が存在感を増すようになったのである。

また，1929 年から 40 年の間に連続して名簿

に記載された者を抽出・分類すると，11 年間：

30 人，10 年間：7人，9年間：67 人，6年間：

47 人，5年間：26 人，2年間：152 人であった。

一定の人物に限って長期間にわたり商業会議所

の議員を選出する任務を負い続けたが，ほとん

どの選挙人は 1年間しか名簿に名前が記載され

なかった。これは，同一の選挙人によって，同

一の人物が長い間連続で商業会議所の評議員に

選出されることを避けるためであったと考えら

れる。



98

KKKK 研究ノート KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKL

商業会議所は，個人経営から中小・大企業の

ある程度の資産をもった商工業者を束ね，都市

経済をけん引する一方で，会員の商工業者を選

挙人として彼らに都市経済界の代表を決めさせ

るという役割を担わせた。1886 年にハノイ市

議会で初めて任命された現地人議員 6人の職業

が，砂糖商，木材商，木綿商，煉瓦商，請負業，

染色業であったように［GGI 1905, 7］，植民地

期ハノイの市政では，商工業に携わる者が都市

社会の名士として一定の影響力をもつように

なったといえよう。

２．小商工業者の就業構造

⑴　職業の分類

本項では，1936 年の商業登記簿史料を用いて，

当該時期のハノイにおける小商工業者の実態に

ついて考察する。商業登記簿には，商工業者の

氏名（社名），職業，住所，営業税支払額が記

載されており，住所情報は商工業者の静態を地

理的に把握するための格好の分析材料となる

［ANOM, RST, NF, 2893］。この分析により，ハノ

イに「どのような人々がどこに住んでいたの

か」という設問に部分的に答えられるはずであ

る。

1936 年の商業登記簿には，全部で 28 の会社

（sociétés）と 5460 の商工業者（commerçants）の

情報が記載されていた。ここでは，商工業者を

対象に具体的な分析を行っていこう。ここでい

う商工業者とは，基本的に小売商や製造業者

（職人）のことである。彼らは市内に店舗や作

業場を構えた経営者であり，商売の規模に応じ

て平均 10 ピアストル程度の営業税を支払って

いた。同時期の商業会議所選挙人（約 400 人）

の営業税支払額は平均 40～50 ピアストルで

あったから，そのほとんどは零細な小商工業者

であった。

彼らの職業は，⑴「商業」，⑵「製造業」，⑶

「サービス業」，⑷「自由業」，⑸「兼業」に分

類される。それぞれの分類はさらにその中で職

種別に，①食品，②原材料，③繊維・衣類，な

どの小項目に分けられる。分類と職種について

補足すると，たとえば，「商業」の③繊維・衣

類は衣類販売店を指す。「製造業」の②原材料

はブリキ工，鋳造工，鍛冶屋，旋盤工，石工な

どの職工を，③繊維・衣類は服仕立て屋を指す。

「商業」の中に行商人と市場商人は含まれない。

また，「兼業」というのは，たとえば，食料品

販売店（「商業」①）と鍛冶屋（「製造業」②）を

同時に営んでいる職種の状態をいう。

以下では，彼らの就業構造を国籍ごとに詳し

くみていきたい。なお，国籍の分類は前述の国

勢調査の基準に従う。

①「現地人」

商業登記簿に記載された現地人の数は 5246

人であった。1936 年の現地人の人口は 13 万

6833 人であり，ごく単純にその半数（6万 8416

人）を成人とみなすならば，彼らはその 7パー

セントにあたる。表 2は，彼らの職業を職種別，

男女別に分類して，それぞれの数を示したもの

である。それによれば，「商業」が全体の 50

パーセント（2647 人）を占めて目立っている。

次に「製造業」が 22 パーセント（1191 人）と

多く，その他は「サービス業」が 11 パーセン

ト（582 人），「自由業」が 2パーセント（155 人），

「兼業」が 12 パーセント（671 人）であった。

「商業」については，その 62 パーセント

（1656 人）が女性であった。女性は，とくに①

食料品，⑫屋台，⑬卸売の職種で多かった。そ
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のほかの分類における女性の割合は，「製造業」

4パーセント（55 人），「サービス業」15 パーセ

ント（92 人），「自由業」0パーセント（0人），

「兼業」39 パーセント（267 人）であり，「商業」

と比べると圧倒的に少なかった。

「製造業」では，③繊維・衣服（おもに服仕立

て職人）が 676 人であり，この数は「製造業」

の中で 56 パーセントを占め，職業全体の中で

も 12.8 パーセントと最も多く，「商業」の①食

料品 652 人（12.4 パーセント）と拮抗した。

「サービス業」については，①各種サービス

の職種（とくに洗濯屋と理髪師）が多くを占めた。

②ホテル・飲食業は，ヨーロッパ人客を対象に

したカフェなどが多少あったが，現地人客を相

手にした大衆食堂店主が最も多かった。③請負

業者は，とくに公共土木事業の請負業が多くみ

られた。⑤貸業は，自転車貸しが最も多く，次

いでシクロ，荷車，自動者の貸業があった。

表２　ハノイの商業登記簿に登録された現地人の職業分類（1936年）

⑴「商業」 ⑵「製造業」

　職種 男 女 　職種 男 女

①食品 247 405 ①食品 34 6

②原材料 99 157 ②原材料 201 2

③繊維・衣類 171 135 ③繊維・衣類 647 29

④指物 32 19 ④指物 40 4

⑤金物・陶器 68 68 ⑤金物・陶器 9 1

⑥雑貨品 35 34 ⑥雑貨品 53 6

⑦装身具 21 74 ⑦装身具 22 2

⑧機具 46 11 ⑧機具 14 0

⑨祭礼具 26 48 ⑨祭礼具 2 2

⑩書籍・文具 26 25 ⑩出版 17 2

⑪薬 95 47 ⑪製薬 3 1

⑫屋台 70 279 ⑫修理 94 0

⑬卸売 55 354 男女別計 1,136 55

男女別計 991 1,656 合計 1,191

合計 2,647

⑷「自由業」

⑶「サービス業」 　職種 男 女

　職種 男 女 　 － 155 0

①各種サービス 191 0

②ホテル・飲食業 69 51 ⑸「兼業」

③請負業 65 0 　職種 男 女

④運輸業 32 0 　 － 404 267

⑤貸業 133 41 　合計 671

　男女別計 490 92

　合計 582 総計　男2,772	＋	女1,803	=	5,246

（出所）ANOM, RST, NF, 2893より筆者作成。
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「自由業」には，多様な職種がみられた。最

も多かったのは伝統医療の医師（médecin 

indigène sino-annamite）で，そのほかに，技師，

産院，彫版師，占い師，電気技師，機械技師，

写真家などがいた。ただし，この中には高度な

学問・技術の習得と公的認可を必要とする職業，

たとえば弁護士，（西欧医療）医師，私立学校

教師などは含まれていなかった。

「兼業」の占める割合は職業全体の 12.7 パー

セントであった。兼業の職業の組み合わせとし

ては，性質の異なる 2つ以上の商品（たとえば，

①食料品と②原材料）を扱う「商業」が 334 人

と最も多かった。同様のケースでは，「製造業」

が 59 人，「サービス業」が 8人，「自由業」が

2人いた。このほかに，「商業」と「製造業」

（125 人），「商業」と「サービス業」（67 人），

「製造業」と「サービス業」（36 人）などのさま

ざまな組み合わせがみられた。

②「ヨーロッパ人」

「ヨーロッパ人」の数は 80 人であった。なお，

1936 年の「ヨーロッパ人」の人口は，フラン

ス人 5944 人，その他 102 人であった。職業分

類においては，「商業」と「サービス業」が全

体のそれぞれ 36 パーセント（28 人）と 46 パー

セント（36 人）を占めた。「サービス業」の③

請負業（20 人）が 26 パーセントと突出し，②

ホテル・飲食業（より具体的にはレストラン・カ

フェ）（8人）が 10 パーセントであった。商業

登記簿には 4人の日本人もみられた。その職業

は，漆器店 1人，日本製雑貨店 2人，金物店 1

人であった。1908 年以降，日本人は仏領イン

ドシナでは「ヨーロッパ人と同一視される外国

人」とみなされ，「ヨーロッパ人」と同様の人

的保護および所有物への保護を保証されている 

［松沼 2012, 155］。なお，1936 年のハノイには日

本人は 25 家族 53 人がいた。また，そのほかに

日本人と同様に「ヨーロッパ籍外国人」とみな

されたインドや中東の出身者と思われる名前が

みられ，彼らは香辛料や絨毯をおもに扱ってい

た。

③「華僑」

「華僑」の数は 134 人であった。ハノイにお

ける華僑の人口は，1921 年 2381 人，1936 年

4008 人と推移した。ハノイの華僑は広東省と

福建省の出身者が多く，1919 年に華僑の商業

会議所を設置しており，1933 年にはトンキン

とアンナンの華僑商人の利益を保証する「越南

東京華僑總商会」（Chambre de commerce chinoise 

du Tonkin）を創設している［ANOM, RST, NF, 

2830］。ハノイには 2区の広東通りと福建通り

に華人街が存在したが，南部のサイゴン・チョ

ロンあるいは北部のハイフォン市に比べると小

規模なものであった（注17）。職業分類の数的内訳

は，「商業」93 人（70 パーセント），「製造業者」

17 人（13 パーセント），「サービス業」13 人（10

パーセント），「自由業」9人（7パーセント）で

あった。華僑はさまざまな職業を営んでいたが，

とくに中国茶や漢方薬の小売業，漢方医や易者

など中国由来の職業が多かった。

⑵　地理的分布

これら多様な職種の商工業者は，ハノイの中

にどのように分布していたのだろうか。

1936 年の商業登記簿には登録者の住所も記

載されている。表 3は，その情報をもとに，登

録者の数を区ごとに分類したものである。通常，

住民の所属する区は住所となる通り（rue, 

avenue, boulevard, voie）によって決められるが，

市内には複数の区にまたがる比較的大きな通り
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がいくつかあり，そこでは番地によって区が決

められる。ここでは番地の位置までを把握する

のが困難であったため，区を特定できない通り

を「複区」として分類した（注18）。

まず，「現地人」登録者の住所で最も多かっ

たのは 2区の通りで，全体の 35 パーセントを

占めた。2区以外でも 1区と 3区を含む「旧市

街」の通りが多く，その割合は全体の 65 パー

セントを占めた。ここがハノイ最大の「現地人

の商工業街区」であったことを示している。

「旧市街」以外の住所では，「フランス人街」の

目抜き通りポール・ベール通りや，「新市街」

のマンダリン街道とフエ街道が比較的多かった。

なお，「フランス人街」に住所をもつ現地人は

全体の 13 パーセント（698 人）であった。また，

「新市街」への分布の少なさは，この地区がま

だ開発途中であったことを示している。

「ヨーロッパ人」は，その 70 パーセントが

「フランス人街」の 4，5，6区に集中しており，

残りの 20 パーセントは「旧市街」のとりわけ

1区と 2区に，10 パーセントは「新市街」に分

布していた。日本人は，1区に 1人，2区に 2

人，4区に 1人であった。また，インドや中東

の出身者は全員 2区に住所を置いていた。「華

僑」の住所は，「旧市街」の 2区と 3区が 87

パーセントを占め，その他は「フランス人街」

7パーセント，「新市街」6パーセントであった。

こうしてみると，やはり 4，5，6区が実質的に

「フランス人街」とされていたことがわかる。

しかしながら，現地人と同様にフランス人が

「旧市街」や「新市街」のようないわゆる「現

地人街」に住所を置くこともあった。

では，職業分類と地理的分布の間に何らかの

特徴を見出せるか。表 4に示したとおり，いず

れの職業も「旧市街」に集中していた。とりわ

け 2区に「商業」と「製造業」が多く，「サー

ビス業」は 1，2，3区で拮抗していた。「フラ

ンス人街」では，「商業」と「製造業」が 4区

と 6区に，「サービス業」がとりわけ 6区に多

くみられた。「新市街」では，とりわけ 8区で

「商業」が盛んで，「サービス業」も比較的多く

みられた。

いくつかの職種，たとえば，服仕立て業や洗

濯業，理髪業は市内全域の通りや街区で均等に

みられた。逆に，特定の街区に集中した職種も

あり，洋服仕立て店，薬局，洋酒店，高級宝石

店，自動車販売店，デパートなどはフランス人

街に多いか，あるいはそこにしかなかった。ま

た，シクロや自転車の貸業は，6区のハノイ駅

北側シントゥ街道（route de Sinh Từ）と 5区南

側のアルマン・ルソー大通り（boulevard Armand 

Rousseau）に集中していた。職業的な「すみわ

け」は，植民地期以降に建設された鉄道やトラ

ムウェイの路線網とも関連があると考えられ，

路線網の近くの通りにはいずれも商工業者が多

く集まっていた。

ところで，以上の事実は，植民地期以前に形

成されていた同種の手工業や商業を営む坊を連

想させる。冒頭に述べたが，ハノイの「旧市

街」のいくつかの通りには坊を由来とする商品

の名前がつけられていた。植民地期初期の

1884 年にあるフランス人官吏はハノイについ

て，「多くの通りを訪れたが，住民の全員が同

じ職業すなわち同じ分野で働いている職人や商

人のいる通りがとくに多かった」と述べていた

［Nguyễn 2002, 98］。およそ半世紀後の 1936 年に，

ハノイの旧市街に商品の名前のついた通りは全

部で 36 あったが，果たしてそこにはどのよう
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表
３
　
商
業
登
記
簿
登
録
者
の
国
籍
別
・
地
理
的
分
布
（
19
36
年
）

国
籍
／
区

「
旧
市
街
」

「
フ
ラ
ン
ス
人
街
」

「
新
市
街
」

そ
の
他

村

国
籍
別

合
計

1区
2区

3区
「
複
区
」

4区
5区

6区
「
複
区
」

7区
8区

「
複
区
」

現
地
人

64
5

1,
86
3

86
1

86
39
8

19
1

42
2

10
9

22
2

35
7

71
21

5,
24
6

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人

5
25

0
8

0
7

6
20

2
2

2
3

80

華
僑

7
67

42
0

5
2

4
2

2
2

0
1

13
4

区
別
計

65
7

1,
95
5

90
3

94
40
3

20
0

43
2

13
1

22
6

36
1

73
25

5,
46
0

街
区
別
計

3,
60
9

1,
16
6

66
0

（
出
所
）

A
N

O
M

, R
ST

, N
F,

 2
89
3よ
り
筆
者
作
成
。

表
４
　
商
業
登
記
簿
登
録
者
の
職
業
別
・
地
理
的
分
布
（
19
36
年
）

職
業
／
区

「
旧
市
街
」

「
フ
ラ
ン
ス
人
街
」

「
新
市
街
」

そ
の
他

村
1区

2区
3区

「
複
区
」

4区
5区

6区
「
複
区
」

7区
8区

「
複
区
」

商
業

28
9

89
5

54
4

45
17
5

88
20
8

32
12
4

20
4

23
20

製
造
業

16
7

46
9

13
5

11
11
5

47
77

38
46

69
17

0

サ
ー
ビ
ス
業

11
3

10
9

81
15

34
31

82
27

29
45

16
0

自
由
業

17
69

19
3

23
3

6
2

5
7

0
1

兼
業

59
32
1

82
12

51
22

49
10

18
32

15
0

（
出
所
）

A
N

O
M

, R
ST

, N
F,

 2
89
3よ
り
筆
者
作
成
。
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な商工業的特徴があったのだろうか。1936 年

の商業登記簿からそれらの通りに住所をもつ者

を抽出し，彼らの職業を分類したうえで，それ

ぞれの通りで最も多い職種とその職種の商工業

者数が同業者全体に占める割合を明らかにでき

る。それによれば，その中で商工業者数が同業

者全体の 40 パーセント以上であった通りが 11

存在したことがわかった。つまり，これらの通

りには同種の商工業者がそのほかの通りよりも

多く集中し，彼らの職種はそれらの通りだけで

ハノイにおける一定のシェアを占めていたと考

えてよい。11 の通りの位置とそこに特徴的な

職種およびそれが同業全体に占めた割合は，図

3と表 5に示したとおりである。

こうしてみると，これらの通りはまるでかつ

ての坊のようでもある。この中で坊に由来する

通りの名前とその通りで最も多かった職種が一

致した通りは，カップ通り（銅製品販売），箱通

り（箱製造・販売），両替通り（装身具，両替），

ブリキ屋通り（ブリキ製造・販売），絹通り（絹

販売），笠通り（笠／帽子製造・販売）の 6つの

通りであった。そのほかの通りでは，通りの名

（出所）ANOM, RST, NF, 2893 およびMadrole［1932］より筆者作成。

図３　商品の名前のついた11通りの位置

①カップ通り　②薬通り　③扇通り　④箱通り　⑤両替通り　⑥銅通り
⑦福建通り　⑧ブリキ屋通り　⑨絹通り　⑩いかだ通り　⑪笠通り

⑥ ⑦

① ②

⑧

③

④
⑪

⑤

⑨

⑩

ホアンキエム湖

旧城塞
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銅
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品
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売

衣
料
品
販
売
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製
造
・
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売

箱
製
造
・
販
売

装
身
具
販
売
、
両
替

祭
礼
具
販
売

薬
販
売
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キ
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造
・
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売

絹
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売
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ン
マ
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売

笠
／
帽
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造
・
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売

44 23 34 14 95 38 44 81 48 31 37

49 19 28 10 54 20 22 38 22 13 15

90 83 82 71 57 53 50 47 46 42 41

（
出
所
）
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, N
F,
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89
3よ
り
筆
者
作
成
。
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前と異なる職種の店が軒を連ね，薬通りと扇通

りではそれぞれ衣料品販売と指物製造・販売が

同業全体の 80 パーセント以上のシェアを占め

ていた。1936 年の「旧市街」において，ひと

つの通りに同種の商工業者が集中する特徴は，

坊に由来する通りの名前とは関係なくみられた

のである。

Ⅲ　小商工業者層の実態と動向

１．街区の小商人と手工業者

1936 年 12 月 30 日，フランス人民戦線政府は，

「インドシナの現地人労働に関する政令」（以下，

「インドシナ労働法」）を発布し，恐慌以降に悪

化した安南人労働者の状況を適切な方法で改善

する法規を定めた。これは，それまで女性と子

どものみの労働を規制し，商工業企業における

最低限の衛生と安全を保障するにとどまってい

た労働規定を，本国と同等水準の内容にまで引

き上げたものであった。主要な条項として，強

制労働の禁止，労働契約書の作成義務，労働条

件の改善，最低賃金の設定，衛生改善と安全保

障，労災賠償権の保障，週休と有給休暇の保障，

1日 8時間労働の順守，女子・子どもの夜間労

働禁止などが定められた。これにより，インド

シナの商工業企業は，雇用形態を法的に管理さ

れることになったのである［GGI 1937］。

国際労働局によれば，インドシナ労働法は，

その範囲においてきわめて総括的であり，労働

のあらゆる形式を網羅していた。しかし，その

規定のほとんどはもっぱら非契約労働に関する

ものであり，その他の強制労働と契約労働につ

いては単に従来の規則を参照し，その効力を認

めているにすぎなかった［国際労働局 1942, 154］。

これは，特殊な労働形態による手工業者が多く

存在していたからである。植民地期以前，少な

くとも 17～19 世紀の間，ハノイの商工業製品

の大部分は近隣の村落で生産された。たとえば，

ハノイ市街より南東約 10 キロメートルにある

バクニン省のバッチャン社 （xã Bát Tràng）では，

親方を中心とした同職者集団が陶工を生業とし

ていた。そこでは親方が窯や窯型を所有し，多

くの労働者や住込みの徒弟が雇用され，男女の

作業が分担されていた。これと同様の同職者集

団は，ハノイ市北部のチュックバック湖畔（鋳

造業）やホータイ湖西部ブオイ坊（phường 

Bưởi）（製紙業）にもみられた［Nguyễn 2002, 

124］。

これに対し，ハノイ市内の手工業者は，通り

に面した小さな店舗をもち，その奥に作業場と

住居を兼ね備えた。彼らは一般的に，優れた技

術をもち，おもに子息や親族を徒弟や従業員と

して雇った。この中には，以前は職人だったが

転身して小売店主になった者も多かった。19

世紀前半，ハノイ旧市街ハンダオ通りの商人は，

市内の他店で絹製品や絹糸を買い，これをブオ

イ坊の職工のところへ持って行き，絹布を継ぎ

あててもらい，それをまた別の染色職人に染め

てもらい，染まった絹を再びハンダオ通りで

売ったという。小売店や卸売店を営んだ商人た

ちは，多様な製造販売ネットワークを利用する

ことができたのである［Nguyễn 2002, 126-128］。

では，植民地期以降の手工業者の状況はどの

ようであったか。前節でみたように，1936 年

の商業登記簿によれば「商業」に分類された者

が登録者全体の 50 パーセント（しかもそのうち

62 パーセントは女性）で，「製造業」が 22 パー

セント，「サービス業」が 11 パーセントであっ
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た。1936 年 12 月に，たとえば，旧市街の広東

通りの編物製品店には編物職人 40 人，ミッシ

ョン通りの印刷店の作業場には工員 120 人，ア

ルベール・プイヤンヌ通り・クールベ提督大通

り・ペタン元帥通り・ロドニー通りの家具店に

は指物師 3～18 人が雇用されていた［ANOM, 

RST, NF, 2960］（注19）。同じく旧市街のかご通りの

安南人経営ガラス製造・販売店 5店の雇用状況

をみると，鋳造工 1～20 人，ガラス吹き工 6～

12 人，研磨工 2～8人，販売員 4人，徒弟 9～

17 人が雇用されていた。同じ通りの華僑経営

ガラス製造・販売店 3店は，鋳造工 1人，ガラ

ス吹き工 3～6人，研磨工 1～4人，徒弟 7～11

人であった。従業員の月給は，職能別に 0.5～

17 ピアストルであった。いずれの店にも徒弟

が雇用されていたから，その雇用主はいわゆる

親方であったと同時に，営業税を納付して商業

登記簿に登録される企業経営者でもあった。な

お，徒弟については，インドシナ労働法により

12 歳未満の雇用が禁止され，その数は従業員

数の 3分の 1を超えることができないと定めら

れていた。ところが，上記のかご通りのガラス

製造・販売店では，8店のうち 6店において徒

弟の数が従業員労働者数の 3分の 1を超えてい

た。また，インドシナ労働法は，ハノイにおけ

る労働者の日給の最低賃金を男子 0.25 ピアス

トル，女子 0.20 ピアストル，未成年者（12～18

歳）0.15 ピアストルと定めたが，上記のガラス

製造・販売店では，最低賃金が月給で 0.5 ピア

ストルしかなかった。さらに，労働者を 25 人

以上使用する商工業企業は内部における作業条

件，規律，健康および安全，雇用と賃金の条約

に関する社内規則を制定し，労働監督官によっ

て副署されたその規則をフランス語と現地語で

作業場に掲示しなければならなかったが，これ

についても法令が順守されていたかどうか定か

ではなかった。

２．大衆運動における対応

1937 年 1 月，前年度末にインドシナ労働法

が発布されたにもかかわらず，ハノイ街区の作

業場における手工業労働者の労働環境は最悪で

あった。インドシナ全体が長い間恐慌に端を発

する不況にあえいでいた。16 日には，市内の

服仕立て職人 400 人が一斉に団結してゼネスト

を決行し，警察当局に苦境を訴える手紙を提出

した。その手紙の内容から，当時の労働者階級

の状況がうかがえる。

「1929 年から 1935 年の間，恐慌によって

私たちの賃金は下がりました。1936 年は，

フランの切り下げによって物価が高騰しまし

た。私たちの賃金は平均月 8ピアストルです。

生きていくのがやっとの金額です。私たちの

大部分は，友人宅に居候するか，経営者宅で

夜を過ごします。どちらも不健康な場所です。

服仕立て職人の中には，朝 6時から夜 22 時

まで，昼食の 20 分の休憩だけで働く者もい

ます。彼らは，経営者から途切れることなく

働き続ける機械とみなされ，しばしば病気に

なります。これが私たちの不幸な状況です」

［ANOM, RST, NF, 2960］（注20）。

この時期，手工業労働者の労働環境はどの業

種の作業場でも良くなかった。ハノイでは，さ

まざまな職種の労働者が同職者団体を結成し，

賃金の増加や労働環境の改善を求めゼネストを

決行した。この運動の背景には，民主戦線にお

いて大衆団結の実現を目指すインドシナ共産党

の思惑がかかわっており，ゼネストの組織には
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多数の党工作員が関与していた。民主戦線の戦

術は，労働者階級と経営者層の間に対立を促す

のではなく，両者を含むあらゆる社会階級を巻

き込むことが目的であった［Đinh Xuân Lâm 

2011, 337］。ゼネストの組織工作員に党関係者

のチン・ヴァン・フー（Trịnh Văn Phú）という

人物がいた。彼は，家具店の経営者であったが，

1936 年 12 月に自店の労働者に賃金の増加や労

働環境の改善を訴えるように自ら指示し，その

要求を受け入れた。ゼネスト運動が激化した翌

年の 1月以降，労働者と対立する多くの経営者

が彼に連帯を求めてきたが，彼はこれを断り，

むしろゼネストを決行する労働者を擁護する姿

勢をとり，労使の間に入って交渉の体裁を整え

た［ANOM, RST, NF, 2960］（注21）。

1936 年 10 月～1937 年 7 月にハノイでは，41

件の手工業者および企業労働者によるゼネスト

を確認できるが，ほとんどのケースで労使間交

渉が行われ，労働者側の要求が部分的に受け入

れられた［ANOM, RST, NF, 2960］。このとき，

ゼネストを行った労働者のように，経営者も同

業者同士で団結した。前述した 1月 16 日のゼ

ネストでは，服仕立て職人 400 人と服仕立て店

経営者 50 人が対峙し，双方の代表者が交渉を

行った。1936 年の商業登記簿において，服仕

立て業者の数は兼業を除くと計 491 人いたので，

単純に業者数と店舗数が比例するとすれば，こ

のときにゼネストの対象となった服仕立て店は

全体の 10 パーセント程度であった。なお，当

時の警察当局は，服仕立て職人のゼネストの拠

点となった複数の店舗を調べ，その住所を記録

している［ANOM, RST, NF, 2960］（注22）。その数を

区ごとに分けて示すと，1区に4店，2区に10店，

3区に 5店，4・5・6区に 9店，7・8区に 2店

であった。ゼネストの拠点が「旧市街」と「フ

ランス人街」の両方に置かれていたことがわか

る。

ところで，経営者たちは，労働者のゼネスト

に対応するためだけに団結したのではない。

1937 年 1 月 19 日，ゼネスト運動が最も激化し

たときにハノイ市内の洗濯店の経営者たちが旧

市街ヴォワール通りの一店舗に集合した。この

日，会合に参加者した洗濯業者の具体的な数は

わからないが，1936 年の商業登記簿において

洗濯業者の数は 89 人であった。彼らが一堂に

会したのは，ハノイ市内の洗濯業者と「郊外地

帯」の競合に関して対策を協議するためであっ

た。そこでは，彼らが抱える深刻な問題を行政

に訴えることが主張され，そのためにハノイ市

当局に宛てて一通の手紙が作成されることに

なった。

「物価高が私たちの小さな仕事に猛威をふ

るっているのは明らかです。さらに，郊外地

帯の洗濯業者の激しい競合が私たちの小さな

店を破産に追い込もうとしています。この競

合は，ハノイ市の新しい衛生指導がハドン省

のそれと比べて厳しくなるにつれ，ますます

重くのしかかってきます。私たちの境遇を救

うために，また公衆衛生に対する愛ゆえに，

郊外地帯の洗濯業者が市内に入ることを禁じ，

慈善団体がそこに注文する洗濯物を押収する

命令を出していただくよう，ハノイ市長に謹

んでお願い申しあげます」［ANOM, RST, NF, 

2960］（注23）。

ハノイ市内の洗濯業者が問題としたのは，

「郊外地帯」の同業者との競合よりも，むしろ

ハノイ市当局が行政的に行った衛生の指導と取

り締まりであった。それは，1936 年 4 月に定
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められた「市内の洗濯業の作業場に上水道の設

置を義務づける」というハノイ市条例に従って

行われた。これにより，水道を設置できない洗

濯業者は業務自体ができなくなった。また，財

源の不安定な慈善団体などは，より料金の安い

「郊外地帯」の洗濯業者に洗濯を依頼したので，

ハノイ市内の洗濯業者は顧客を取られる羽目に

なった。しかも「郊外地帯」に水道の設置義務

はないので，そこではどんな水が洗濯に使われ

ているのかわからない。当局による衛生管理の

方法は矛盾しているし，市内の衛生指導だけが

厳しいのは不公平だと市内の洗濯業者は言うの

である。

1930 年代後半のハノイにおける大衆運動は，

労働者のゼネストを中心に展開しながら，さま

ざまな問題を抱えた住民を巻き込んだ。洗濯業

者の事例のように，その矛先は植民地当局の批

判にも向かっていった。インドシナ共産党に

とって，ゼネストはあらゆる社会階級が団結す

る手段のひとつであり，そのためにまず労働者

層と経営者層が同職・同業の間で団体を組織す

るように促された。党の最大の目的は，フラン

ス本国では認められていた「組合の自由」をイ

ンドシナにも認めさせることにあった。労働者

層だけでなく経営者層も組合の重要性をよく理

解しており，ゼネストの騒乱に乗じて，両者は

労働組合および協同組合の自由を植民地当局に

訴えた。彼らの努力は，1937 年 7 月以降に許

された「結社の自由」に結実する。結社にスト

ライキの行使権は認められなかったが，これに

より同職・同業の団体を公に結成することがで

きるようになったのである。

お わ り に

本稿で述べてきたことを簡潔にまとめると，

次のようになる。

植民地期ハノイの街区は，古くから存在する

「旧市街」と，植民地期以降に建設された「フ

ランス人街」および「新市街」の 3つの区域か

ら構成されていた。これらの街区は，都市計画

によって厳密に区別されたわけではなく，各街

区の特徴や，20 世紀初頭に行われた行政区画

やインフラ整備の結果によってつくりだされた。

つまり，1，2，3区の旧市街は，従来から現地

人の人口が最も多く，植民地期以降に大規模な

改造や再編は行われなかった。4，5，6区は，

植民地期以降に開発された街区でフランス人の

人口が最も多く，西洋式建造物が立ち並んだこ

とから「フランス人街」となった。7，8区は，

大部分が沼地であったが，徐々に土地開発が進

められたことで「新市街」となった。現地人の

居住区という意味では，ハノイ全体がそうであ

り，圧倒的に数の少ないフランス人の集住した

「フランス人街」が，彼らの「飛び地」のよう

な街区であったという先行研究の表現は的を射

ている。政治的には，「フランス人街」はフラ

ンスの力や支配を表象する場でもあり，フラン

ス人にとって，そこは本国でなければならない

要件を満たすための街区であった。しかし，エ

ブラールが指摘したように，そのほかの多くの

生活条件を満たすためには，「フランス人街」

に隣接した「現地人街」が必要不可欠であった。

「旧市街」は，「フランス人街」や「新市街」を

機能させるために保存されたのである。こうし

てみると，「ヨーロッパ」と「非ヨーロッパ」
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の間の境界の「錯綜」は，1世紀に及ぶフラン

スの植民地経験によって意図的に導かれたとも

いえる。ただし，支配者と被支配者の立場が逆

転するような状態は望まれなかった。

ハノイの街区構成をふまえ，次にその社会構

造について，小商工業者層を中心に論じた。

小商工業者は，歴史的にハノイの社会・経済

の重要な構成員であり，植民地期以降には統治

機構にも欠かせない存在となった。彼らは，ハ

ノイ市の財政収入の 10 パーセント程度になる

営業税を納付すると同時に市議会議員として市

政にも参加し，また商工会議所に所属しながら

都市経済をけん引する役割を果たした。インド

シナ植民地当局にとって，「現地人」商工業者

の氏名や住所を記した商業登記簿の作成は，行

政が個人を管理する数少ない手段のひとつで

あった。1936 年の商業登記簿によれば，彼ら

の職業は，「商人」が 50 パーセントと多数を占

め，手工業を中心とした「製造業」が 22 パー

セント，そのほかに「サービス業」が 11 パー

セント，「自由業」が 2パーセントであった。

「現地人」小商工業者の地理的分布は，多くが

「旧市街」に集中していたものの，「フランス人

街」や「新市街」にも決して少なくない数がみ

られた。他方，フランス人を含む「ヨーロッパ

人」商工業者は，その 70 パーセントが「フラ

ンス人街」に集中していたが，この「すみわ

け」は，前述したように行政的に区別されたの

ではなく，街区の形成過程において自然につく

られたと考えられる。もっとも，それによって，

特定の職業や店は「フランス人街」だけにみら

れた。また，手工業は「旧市街」に，一部の

「サービス業」は「新市街」に多くみられた。

「製造業」の服仕立て業は市内全域にみられた。

一部の同業者が一定の場所（通り）にある程度

集中していることもあった。これは植民地期以

前に存在した坊の名残であったと考えられる。

しかし，その実態については，17～19 世紀の

ハノイの坊をめぐる経済史をまとめた研究

［Nguyễn 2002］や 17 世紀以前の商工業や坊に関

する漢文やチューノム史料を用いた先行研究を

精読し，あるいは現在のハノイ在住の住民に対

する聞き取り調査などの研究も利用しながら

［Sakurai, Nguyễn, and Yanagisawa 2014］，改めて考

察する必要があるだろう。

ただ，植民地期ハノイにおいて，坊のような

伝統的社会制度の名残は，手工業を中心とした

「製造業」の店に多くの徒弟が雇用されていた

事実にみられる。その雇用主はいわゆる親方の

ような存在であったとみなされる。しかし，街

区の手工業者層の実態やその店の労使の間に築

かれていた関係についてもまだ不明な点が多い。

1936 年 12 月 30 日に発布されたインドシナ労

働法は，手工業労働者の労働と雇用を規定する

ことになったが，この法令はあまり順守されな

かったようである。1937 年 1 月のゼネストで

服仕立て職人が作成した手紙によれば，彼らの

雇用主は従業員を機械のように働かせる非情な

経営者であったが，この時期の小商工業者たち

には恐慌以降の不況で経営の悪化に苦しむ事情

があった。1937 年初めに起きたゼネスト運動

において，インドシナ共産党による工作があっ

たとはいえ，ほとんどの経営者が交渉に応じて

労働者側の要求を部分的に受け入れたのは，労

使の間に一定の信頼関係があったからではない

か。そもそも，同職同士の労働者がゼネストの

ために驚くほど素早く団体を組織し，これに対

し同業同士の経営者もまた迅速に連帯したこと
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は，同職者・同業者が従来日常的に緊密な関係

を保っていたことを示している。その根底には

坊に由来する慣習的な連帯関係があったのかも

しれない。もっとも，1930 年代において，そ

れはより現実的な問題のために構築された。た

とえば，ハノイ市内の洗濯業者は「郊外地帯」

の同業者との競合のために連帯した。彼らが問

題としたのは，ハノイ市の内と外で経営条件に

差が生じていたことであった。労働者や経営者

の連帯によって組織された同職団体・同業団体

は，「結社」として公に認められることになる。

これにより，ハノイの街区では近代的な団体組

織によって住民の間に結ばれる新しい社会関係

が構築されることになったのである。

インドシナ民主戦線期のハノイにおける大衆

の団結は，現地人が密集する「旧市街」が保存

されたことや，手工業者が多かったという特徴，

彼らを中心としたゼネストの組織，それに対応

した経営者の連帯，ハノイ市と「郊外地帯」の

同業者の競合などによってその実現のための条

件がつくられていた。インドシナ共産党は，こ

れらの条件を巧みに利用したのであった。ただ

し，それはハノイに限った事例である。ベトナ

ムの全国的な大衆団結が目指されていたのだと

すれば，別の角度から考察が加えられなければ

ならない。また，植民地期ハノイの社会構造を

明らかにしようとする目的においては，近代化

へ向かう時代背景とともに，商工業者以外の社

会構成員にも目を配り，さらにこれらの動態を

把握する作業が求められる。それによって，植

民地期ハノイに構築された「ヨーロッパ」と

「非ヨーロッパ」との間の錯綜する関係もより

具体的にみえてくるはずである。

（注１）植民地期ベトナムの村落社会の実態把

握に関していえば，たとえば，Popkin［1979］

の研究がある。

（注２）パパンの研究対象は，19 世紀～1930

年代におけるハノイの人口統計，住民構成，地

主層と小商工業者層の実態，末端行政組織など

に及ぶが，1930 年代に関しては限定的な考察に

とどまっている。

（注３）1930 年代後半には，近代的社会政策を

推し進めようとするフランス人民戦線政府がイ

ンドシナの実態調査に取り組んでおり，ハノイ

の政治・経済・社会の諸問題について統計や名

簿などを含めた報告書類を数多く作成し，それ

らの一部は現在フランス国立海外領文書館に保

存されている。

（注４）インドシナ反帝人民戦線（Mặt trận 
Thống nhất Dân chủ Đông Dương）の呼称が，1938

年 3 月にインドシナ民主戦線（Mặt trận Dản chủ 
Đông Dương）に改称された。ファシストに対抗

するために，一時的に闘争人民のあらゆる社会

階級の団結を目指す革命綱領がつくられた［Cao 
Văn Biền 1979, 361］。

（注５）ハノイ市議会は，フランス人の市長 1

人と助役 1人および市議会議員（フランス人 12

人，ベトナム人 6人，華人 2人）から成った。

（注６）その職人のほとんどは，17～18 世紀

の黎朝期に北部のデルタや内陸部，紅河など河

川沿いの村々からハノイに来た。

（注７）実際には 100 を超える通りがあった

［Papin 2001, 176］。

（注８）指定営業地区は，ハノイ駅の東側ナ

ム・グー通り（phố Nam Ngư），イェン・タイ路

地（ngõ Yên Thái），サム・コン路地（ngõ Sầm 
Công）の 3カ所。

（注９）正式名称は，「商業登記の義務のある

ハノイの商人と商社の名簿」。

（注10）たとえば，商人は男性の場合は

"Marchand"，女性の場合は"Marchande"と記載さ

れる。

（注 11）あらゆる種類の税金や罰金は，植民

地の「抑圧的な統治制度」の象徴であった［レ・
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ティ・ニャム・トゥエット 2010,  65, 91］。

（注 12）ただし，私娼のように闇で営業する

者も多く，1930 年の警察の報告によればその数

は 3000 人以上，あるいは 5000～6000 人ともい

われていた ［Joyeux 1930, 10］。

（注 13）そのほかに，ラオカイ市（ラオカイ

省），ハザン市（ハザン省），ダプカウ（バクニ

ン省）に通信員が各 1人ずつと事務員 1人が加

えられた。

（注 14）いずれも総合商社の経営者。ソン・

スアン・ホンは，ホアン・キム・バン，チャン・

ザー・トゥイとともにクアン・フン・ロン会社

（資本金 10 万ピアストル）を 1907 年に創立した。

（注 15）フランス人経営では，たとえば極東

出版社，自動車修理・販売会社ルノー，石油会

社スタンダール，乳製品販売会社ネスレ，輸入

業ドゥニ兄弟株式会社など。そのほかにインド

シナ銀行や雲南鉄道会社，インドシナ電力供給

会社などの公社も登録されていた。

（注 16）たとえば，インドシナ銀行（クール

ベ提督大通り），フランス・中国銀行／総合商社

ボーイ・ランドリー／ドゥニ兄弟株式会社／ス

タンダール石油会社（ポール・ベール通り），イ

ンドシナ電力供給会社（フランシス・.ガルニエ

大通り），雲南鉄道会社（ガンベッタ大通り）な

ど。

（注 17）サイゴンとチョロンの華人数は 1931

年にそれぞれ 3万 4000 人と 6万 6000 人，ハイ

フォンの華人数は 1923 年に 1万 3538 人，1932

年に 1万 9000 人であった［満鉄東亜経済調査局 

1939, 54; GGI 1932, 364］。

（注18）「複区」となる通りには，「旧市街」の

1，2区を貫くアンリ・ドルレアン大通り

（boulevard Henri d’Orléan），「フランス人街」の

4，5，6区を縦横する計 9本の大通り，鉄道線

路に並行して「新市街」の 6，7区を縦断するマ

ンダリン街道があった

（注19）Enquête sur les conditions de travail et 
salaires des ouvriers dans les verreries de Hanoi. 

Service de la Sûreté du Tonkin (le 19 décembre 

1936).

（注20）Traduction sommaire d’un écrit en quôc-
ngu (revendication des tailleurs d’habit) remis au 

Commissaire Central par l’un des grévistes.

（注21）Note confidentielle N°1110-S du 27 
janvier 1937. Service de la Sûreté du Tonkin.

（注22）Note confidentielle N˚645-B du 18 janvier 

1937 （およびN˚697-S du 19 janvier 1937）. Service 
de la Sûreté du Tonkin.

（注23）Lettre adressée le 1er février 1937 au 

Président du Conseil municipal de la Ville de Hanoi.
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